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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
六

十
四
回
国
会
閣
法
第
七
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
最
近
の
海
外
に
お
け
る
感
染
症
の
発
生
の
状
況
、
保
健
医
療
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
生
物

テ
ロ
に
よ
る
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
を
防
止
す
る
対
策
を
含
め
、
総
合
的
な
感
染
症
予
防
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
病
原

体
等
の
所
持
等
を
規
制
す
る
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
入
院
、
検
疫
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
感
染
症
の
種
類
を
見
直
す

ほ
か
、
入
院
等
の
措
置
に
際
し
て
の
患
者
へ
の
説
明
等
の
手
続
に
関
す
る
規
定
を
設
け
、
あ
わ
せ
て
結
核
の
予
防
等
の
施
策
に

関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

基
本
理
念

基
本
理
念
に
、
感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
そ
の
ま
ん
延
の
防
止
を
目
的
と
し
て
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
講
ず
る
施

策
は
、
国
際
的
動
向
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
加
え
る
。

二

定
義
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１

感
染
症
の
類
型



南
米
出
血
熱
を
一
類
感
染
症
に
追
加
し
、
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る

）
を
一
類
感
染
症
か
ら
二
類
感
染
症
に
見
直
す
。

。



結
核
を
二
類
感
染
症
に
追
加
し
、
コ
レ
ラ
、
細
菌
性
赤
痢
、
腸
チ
フ
ス
及
び
パ
ラ
チ
フ
ス
を
二
類
感
染
症
か
ら
三

類
感
染
症
に
見
直
す
。

２

病
原
体
等
の
類
型



「
特
定
病
原
体
等
」
と
は
、
一
種
病
原
体
等
、
二
種
病
原
体
等
、
三
種
病
原
体
等
及
び
四
種
病
原
体
等
を
い
う
。



「
一
種
病
原
体
等
」
と
は
、
痘
そ
う
ウ
イ
ル
ス
、
ク
リ
ミ
ア
・
コ
ン
ゴ
出
血
熱
ウ
イ
ル
ス
等
を
い
う
。



「
二
種
病
原
体
等
」
と
は
、
ペ
ス
ト
菌
、
ボ
ツ
リ
ヌ
ス
菌
、
炭
疽
菌
等
を
い
う
。



「
三
種
病
原
体
等
」
と
は
、
多
剤
耐
性
結
核
菌
、
狂
犬
病
ウ
イ
ル
ス
等
を
い
う
。



「
四
種
病
原
体
等
」
と
は
、
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
、
コ
レ
ラ
菌
、
黄
熱
ウ
イ
ル
ス
等
を
い
う
。

三

医
師
の
届
出

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
慢
性
の
感
染
症
の
患
者
を
治
療
す
る
医
師
は
、
毎
年
度
、
そ
の
患
者
の
年
齢
、
性
別
等
を
最
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寄
り
の
保
健
所
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

就
業
制
限
及
び
入
院
等

１

都
道
府
県
知
事
は
、
一
類
感
染
症
の
患
者
等
に
係
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防

止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
書
面
に
よ
り
通
知
し
、
就
業
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
通
知
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
入
院
等
の
勧
告
を
す
る
場
合
に
は
、
患
者
等
に
対
し
適
切
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
入
院
の
勧
告
又
は
入
院
の
措
置
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協

議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
入
院
の
延
長
の
勧
告
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
患
者
等
に
対
し
、
意
見
を

述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

健
康
診
断
、
就
業
制
限
及
び
入
院
等
に
関
す
る
措
置
は
、
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す

る
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

結
核
固
有
の
対
策
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１

事
業
者
、
学
校
等
の
長
は
、
政
令
で
定
め
る
者
に
対
し
て
、
政
令
で
定
め
る
定
期
に
お
い
て
、
結
核
に
係
る
定
期
の

健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

、

。

２

保
健
所
長
は

結
核
登
録
票
を
備
え

結
核
患
者
及
び
結
核
回
復
者
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

３

１
、
２
の
ほ
か
、
結
核
患
者
の
医
療
、
受
診
義
務
、
病
院
管
理
者
の
届
出
、
精
密
検
査
、
家
庭
訪
問
指
導
、
医
師
の

指
示
等
に
関
し
必
要
な
規
定
を
設
け
る
。

六

特
定
病
原
体
等

１

一
種
病
原
体
等

何
人
も
、
一
種
病
原
体
等
を
所
持
し
、
輸
入
し
、
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
又
は

（

「

」

。
）

政
令
で
定
め
る
法
人
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の

以
下

特
定
一
種
病
原
体
等
所
持
者

と
い
う

が
、
政
令
で
定
め
る
特
定
一
種
病
原
体
等
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
施
設
に
お
け
る
試
験
研
究
の
た
め
に
所
持
す

る
場
合
等
を
除
く
。

２

二
種
病
原
体
等

二
種
病
原
体
等
を
所
持
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

三
種
病
原
体
等

三
種
病
原
体
等
を
所
持
又
は
輸
入
す
る
者
は
、
所
持
の
開
始
の
日
又
は
輸
入
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
当
該
三
種
病
原

体
等
の
種
類
等
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

所
持
者
等
の
義
務



特
定
一
種
病
原
体
等
所
持
者
及
び
二
種
病
原
体
等
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
二
種
病
原
体
等
許
可
所

持
者
」
と
い
う

）
は
、
当
該
病
原
体
等
の
所
持
を
開
始
す
る
前
に
、
感
染
症
発
生
予
防
規
程
を
作
成
し
、
厚
生
労

。

働
大
臣
に
届
け
出
る
ほ
か
、
病
原
体
等
取
扱
主
任
者
を
選
任
す
る
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



特
定
一
種
病
原
体
等
所
持
者
、
二
種
病
原
体
等
許
可
所
持
者
及
び
三
種
病
原
体
等
を
所
持
す
る
者
（
職
務
上
三
種

病
原
体
等
を
所
持
す
る
従
業
者
を
除
く

）
は
、
帳
簿
を
備
え
、
病
原
体
等
の
保
管
、
使
用
及
び
滅
菌
等
に
関
す
る

。

事
項
等
を
記
載
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

立
入
検
査
等

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
特
定
病
原
体
等
所
持
者
等
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
る
と
と
も
に
、

当
該
職
員
に
、
事
務
所
等
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
等
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
特
定
病
原
体
等
に
よ
っ



- -6

て
汚
染
さ
れ
た
物
等
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二

予
防
接
種
法
の
一
部
改
正

結
核
を
予
防
接
種
法
の
一
類
疾
病
に
追
加
す
る
。

第
三

検
疫
法
の
一
部
改
正

コ
レ
ラ
及
び
黄
熱
を
検
疫
感
染
症
か
ら
除
外
す
る
。

第
四

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

二

結
核
予
防
法
は
、
廃
止
す
る
。

三

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。


